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村
田
良
平
元
外
務
省
事
務
次
官
が
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
時
の
い
わ
ゆ
る
「
核
持
ち
込
み
密

約
」
の
存
在
を
認
め
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
二
十
九
日
付
の
毎
日
新
聞
一
面
に
、
「
米
核
持
ち
込
み

密
約
文
書
引
き
継
ぐ

村
田
元
次
官
『
外
相
に
説

明
』
」
と
の
題
で
、
一
九
八
七
年
七
月
に
外
務
省
事
務
次
官
に
就
任
し
た
村
田
良
平
氏
が
、
毎
日
新
聞
社
の
取
材
に
対
し
、
一

九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
時
に
核
兵
器
を
搭
載
し
た
米
軍
の
艦
船
や
航
空
機
が
我
が
国
に
立
ち
寄
る
こ
と
を
黙
認

す
る
と
し
た
い
わ
ゆ
る
核
持
ち
込
み
密
約
（
以
下
、
「
密
約
」
と
い
う
。
）
の
存
在
を
認
め
、
前
任
次
官
か
ら
文
書
で
引
き
継

ぎ
を
受
け
て
い
た
旨
答
え
た
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
と
し
て
、
「
毎
日
記
事
」
を
読
み
、
承
知
し
て
い
る
か
。

二

本
年
六
月
九
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
七
九
号
）
で
は
、
「
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
号
）
第
百
条
に
お
い
て
『
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い

た
後
と
い
え
ど
も
同
様
と
す
る
。
』
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
同
法
第
百
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
村

田
元
次
官
に
対
し
て
も
、
右
の
国
家
公
務
員
法
第
百
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

一



三

「
毎
日
記
事
」
に
あ
る
様
に
、
今
次
村
田
元
次
官
が
「
密
約
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
国
家
公
務
員
法
第
百

条
の
規
定
に
反
す
る
か
。

四

村
田
元
次
官
の
前
任
及
び
後
任
の
外
務
省
事
務
次
官
は
誰
か
。

五

四
の
者
は
、
現
在
何
ら
か
の
公
職
に
就
い
て
い
る
か
。

六

「
毎
日
記
事
」
に
は
「
村
田
氏
に
よ
る
と
、
密
約
は
『
普
通
の
事
務
用
紙
』
一
枚
に
書
か
れ
、
封
筒
に
入
っ
て
い
た
。
前

任
者
か
ら
『
こ
の
内
容
は
大
臣
に
説
明
し
て
く
れ
よ
』
と
渡
さ
れ
、
八
九
年
八
月
ま
で
約
二
年
間
の
在
任
中
、
当
時
の
倉
成

正
、
宇
野
宗
佑
両
外
相
（
い
ず
れ
も
故
人
）
に
説
明
。
後
任
次
官
に
も
引
き
継
い
だ
と
い
う
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
村

田
元
次
官
が
、
四
の
者
か
ら
「
密
約
」
の
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
、
ま
た
、
引
き
継
ぎ
を
し
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

七

「
毎
日
記
事
」
に
関
し
、
外
務
省
は
村
田
元
次
官
か
ら
事
前
ま
た
は
事
後
に
説
明
を
受
け
て
い
る
か
。

八

「
毎
日
記
事
」
に
関
し
、
外
務
省
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
村
田
元
次
官
に
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
て
い
る
か
。

九

質
問
主
意
書
に
対
し
、
政
府
と
し
て
ウ
ソ
の
内
容
を
含
む
答
弁
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
。

十

「
密
約
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
累
次
に
渡
り
質
問
主
意
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
右

の
当
方
の
質
問
主
意
書
に
対
し
、
ウ
ソ
の
内
容
を
含
む
答
弁
を
し
た
こ
と
は
な
い
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


